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基本的施策
（1）あらゆる場における女性の政策方針決定過程への参画拡充

番号 事　　業　　内　　容 担　当　課

38
市の審議会などへの女
性の登用拡大および支
援

女性の登用率 40％を目指し、審議会・
委員会などへの女性の参画を促進し、
積極的な登用を進めます。また、女
性委員が研修に参加する機会を確保
するため、情報提供などの支援を行
います。

全課

39 女性リーダーの育成支
援

国内外での研修に関する情報提供お
よび参加費用の助成により、様々な
分野への研修参加を支援し、女性リー
ダーを育成します。また、女性人材
バンクの活用により、女性の登用を
促進します。

総合政策課
男女共同参画センター
全課

40 市内事業者への情報提
供・啓発

意欲のある女性が自身の能力を発揮
できる機会を確保するため、女性の
政策方針決定過程への参画や労働環
境整備について事業者へ情報提供・
啓発を行います。

総合政策課
男女共同参画センター
企業立地課

（※第５次行橋市総合計画による）

指　標　名 単位 平成 26年度（実績） 平成 28年度（目標）

市の審議会等における
女性委員の割合

％ 23.2 40.0

目標指数
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◦計画の推進体制◦
　本計画で掲げる市の将来像「ともに支え　認め合い　だれもが活躍できるま
ち　ゆくはし」の実現に向け、行橋市では男女共同参画推進本部を組織しています。
市民や各種団体および事業者との連携のもと、庁内の推進体制の強化や、各施策
の実施状況の把握および審議会への報告などにより、計画を全庁的・総合的に推
進していきます。

庁内推進体制
（1）男女共同参画推進本部
	 		 市長を本部長、副市長を副本部長とし、教育長、各部長により構成される。男
女共同参画社会の実現に係る基本方針や重要事項など、計画の総合的な推進を行
う。

（2）男女共同参画推進幹事会
	 		 総合政策課長を幹事長とし、各課長により構成される。庁内における関係機関
との連絡調整など、男女共同参画社会の実現に係る計画や施策等の具体的な推進
を行う。幹事長は、専門的事項について調査および検討するため、必要に応じて
幹事会に部会をおくことができる。

男女共同参画推進本部

行　橋　市

推進本部

本部長＝市長
副本部長＝副市長

本部員

推進幹事会
幹事長、幹事

部　会

推進委員会

部会長、部員

委員長、委員

参加

調査･審議

苦情申出

情報交換

連携・協力

総合政策課

行橋市
男女共同参画審議会

行橋市苦情処理委員

関 係 部 局

男女共同参画センター
る～ぷる

市　民
各種団体
事業者
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◦計画の推進体制◦
　本計画で掲げる市の将来像「ともに支え　認め合い　だれもが活躍できるま
ち　ゆくはし」の実現に向け、行橋市では男女共同参画推進本部を組織しています。
市民や各種団体および事業者との連携のもと、庁内の推進体制の強化や、各施策
の実施状況の把握および審議会への報告などにより、計画を全庁的・総合的に推
進していきます。

庁内推進体制
（1）男女共同参画推進本部
	 		 市長を本部長、副市長を副本部長とし、教育長、各部長により構成される。男
女共同参画社会の実現に係る基本方針や重要事項など、計画の総合的な推進を行
う。

（2）男女共同参画推進幹事会
	 		 総合政策課長を幹事長とし、各課長により構成される。庁内における関係機関
との連絡調整など、男女共同参画社会の実現に係る計画や施策等の具体的な推進
を行う。幹事長は、専門的事項について調査および検討するため、必要に応じて
幹事会に部会をおくことができる。

男女共同参画推進本部

行　橋　市

推進本部

本部長＝市長
副本部長＝副市長

本部員

推進幹事会
幹事長、幹事

部　会

推進委員会

部会長、部員

委員長、委員

参加

調査･審議

苦情申出

情報交換

連携・協力

総合政策課

行橋市
男女共同参画審議会

行橋市苦情処理委員

関 係 部 局

男女共同参画センター
る～ぷる

市　民
各種団体
事業者
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  第４章　計画の推進体制

（3）男女共同参画推進委員会
	 		 各部、外局機関、消防本部から推薦されたもので構成される。推進幹事会の補
助機関として、男女共同参画社会の実現に係る調査および研究や啓発など、必要
な事項の推進を行う。

計画の推進に関する事業
１．拠点施設の充実
（1）男女共同参画センターの充実

番号 事　　業　　内　　容 担　当　課

１ 男女共同参画センター
の充実

計画の総合的な推進のため、拠点施
設として誰もが平等に参画できる男
女共同参画センターの充実に努めま
す。

総合政策課
男女共同参画センター

２．計画の進行管理
（1）計画の進行管理および総合調整

番号 事　　業　　内　　容 担　当　課

２ 計画の進行管理および
進捗状況の評価と報告

各課との連携のもと、計画に基づく
各施策の進捗状況の評価と報告を行
い、計画の周知を図ります。また、
定期的な事業の見直しにより施策の
充実を図ります。

総合政策課
男女共同参画センター

３．庁内の推進体制
（1）庁内推進体制の整備

番号 事　　業　　内　　容 担　当　課

３ 推進体制の充実・連携
強化

庁内において「男女共同参画推進本
部」および「男女共同参画推進幹事会」
の連携を深め、計画の積極的推進を
行います。また、国・県ほか関係機
関と連携し、協力体制をつくります。

総合政策課
男女共同参画センター
全課

４ 男女共同参画審議会の
運営

男女共同参画社会の形成に関する重
要事項を調査・審議し、提言を行い
ます。

総合政策課
男女共同参画センター

５ 男女共同参画研修の実
施

市職員が男女共同参画に敏感な視点
を養うことができるように、職階層
別の現状・課題を把握した上で、計
画的な研修の実施を進めます。

総合政策課
男女共同参画センター
総務課
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番号 事　　業　　内　　容 担　当　課

６ 女性職員の登用・参画
促進

市職員の職務・管理職登用において、
職場環境の整備や女性職員の育成に
努め、個人の意欲や能力に応じて職
員の登用を進めます。

総務課
全課

７ 相談窓口の充実
市職員等へのセクシュアル・ハラス
メントの相談窓口の周知を推進し、
相談体制の充実を図ります。

総合政策課
男女共同参画センター
総務課
指導室

８ 市民の多様な相談への
対応

様々な問題を抱える女性の相談に対
して、関係各課および関係機関と連
携を図ります。また、相談窓口（☆）な
どの情報提供を行います。
	 ☆Ｐ60 ～を参照

総合政策課
男女共同参画センター
人権政策課
地域福祉課
子ども支援課
指導室
介護保険課
企業立地課
商業観光課

９ 適切な情報発信の推進

男女共同参画の視点を踏まえた情報
発信を行います。また、市発行の刊
行物についての公的広報のガイドラ
インを作成します。

総合政策課
男女共同参画センター
全課

４．男女共同参画に関する調査
（1）男女共同参画に関する調査

番号 事　　業　　内　　容 担　当　課

10 市民意識調査の実施

市民の男女共同参画に関する意識や
行政へのニーズなどの実態を把握す
るため、市民を対象とした意識調査
を定期的に行います。

総合政策課
男女共同参画センター

11 市職員等に対する意識
調査

市職員等の男女共同参画に関する意
識と実態を把握するため、市職員・
教職員を対象とした意識調査を定期
的に行います。

総合政策課
男女共同参画センター
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番号 事　　業　　内　　容 担　当　課

６ 女性職員の登用・参画
促進

市職員の職務・管理職登用において、
職場環境の整備や女性職員の育成に
努め、個人の意欲や能力に応じて職
員の登用を進めます。

総務課
全課

７ 相談窓口の充実
市職員等へのセクシュアル・ハラス
メントの相談窓口の周知を推進し、
相談体制の充実を図ります。

総合政策課
男女共同参画センター
総務課
指導室

８ 市民の多様な相談への
対応

様々な問題を抱える女性の相談に対
して、関係各課および関係機関と連
携を図ります。また、相談窓口（☆）な
どの情報提供を行います。
	 ☆Ｐ60 ～を参照

総合政策課
男女共同参画センター
人権政策課
地域福祉課
子ども支援課
指導室
介護保険課
企業立地課
商業観光課

９ 適切な情報発信の推進

男女共同参画の視点を踏まえた情報
発信を行います。また、市発行の刊
行物についての公的広報のガイドラ
インを作成します。

総合政策課
男女共同参画センター
全課

４．男女共同参画に関する調査
（1）男女共同参画に関する調査

番号 事　　業　　内　　容 担　当　課

10 市民意識調査の実施

市民の男女共同参画に関する意識や
行政へのニーズなどの実態を把握す
るため、市民を対象とした意識調査
を定期的に行います。

総合政策課
男女共同参画センター

11 市職員等に対する意識
調査

市職員等の男女共同参画に関する意
識と実態を把握するため、市職員・
教職員を対象とした意識調査を定期
的に行います。

総合政策課
男女共同参画センター
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  第４章　計画の推進体制

５．男女共同参画に関する苦情
（1）苦情処理制度（※）の活用

番号 事　　業　　内　　容 担　当　課

12 苦情処理制度の周知・
活用促進

男女共同参画に関する苦情処理機関
である「男女共同参画苦情処理委員」
の周知を促進し、市民からの苦情へ
適切に対応します。

総合政策課
男女共同参画センター

（※第５次行橋市総合計画による）

指　標　名 単位 平成 26年度（実績） 平成 28年度（目標）

男女共同参画センター
登録団体数

団体 15 30

市職員のうち
女性管理職の割合

％ 3.8 15.0

目標指数
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各種相談窓口　一覧
（平成27年３月作成）

○生活全般
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

心配ごと相談 月～金 13時～16時 ウィズゆくはし
（中津熊５０１）
※弁護士相談は、「心配ご
と相談」の後、市内の方
のみ利用可。

行橋市社会福祉協議会
０９３０－２３－１１１１
（電話相談は不可）
※弁護士相談については
要予約

弁護士相談 第２水曜 13時～16時半

行政相談
第２木曜

（※弁護士相談
日の翌日）

13時～16時

行政書士市民相談会
（遺言・相続・成年後見等） 第４水曜 10時～16時 市役所内 福岡県行政書士会

０９２－６４１－２５０１

市税・国保税の納付、納税相談等
第２・４木曜 夜間窓口

（20時まで）
市　収納課 ０９３０－２５－９６９９

後期高齢者医療保険料の納付、相談 市　国保年金課 ０９３０－２５－９７２２

年金出張相談 第１木曜 10時～12時
13時～15時半

行橋商工会議所
（中央１－９－５０）

小倉南年金事務所
０９３－４７１－８８７３
※予約制

消費生活相談 月～金 9時～17時 行橋市広域消費生活センター
（西宮市２－１－３９） ０９３０－２３－０９９９

○子育て相談
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

（子育ての相談・講座・サークル活動など）
・行橋市子育て支援センター

※毎月の行事は、15日発行の
市報とＳｕｎちゃんだよりをご
覧ください。その他詳細は、セ
ンターへお問い合わせください。

中津熊５０１
（ウィズゆくはし内） ０９３０－２５－５４８８

（子どもの発達相談など）
・�行橋京都児童発達相談センター
　ポルト

月～金
（※土は事前予
約の受付のみ）

8時半～17時
東大橋2丁目9－1
（行橋京都メディカルセン
ター内）

０９３０－２５－７７２０
※予約制

子育て相談、虐待に関する相談 月～金 8時半～17時 市　子ども支援課
（子育て支援係）

市　子育て支援係
０９３０－２５－１１１１
（内線１１８３、１１８４）

○母子・父子・寡婦相談
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

母子・父子・寡婦相談 月～金 8時半～17時

市　子ども支援課
（児童家庭係）

市　児童家庭係
０９３０－２５－１１１１
（内線１１８２）

京築保健福祉環境事務所
（中央１丁目２番１号
行橋総合庁舎　別棟）

０９３０－２３－２９７０
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各種相談窓口　一覧
（平成27年３月作成）

○生活全般
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

心配ごと相談 月～金 13時～16時 ウィズゆくはし
（中津熊５０１）
※弁護士相談は、「心配ご
と相談」の後、市内の方
のみ利用可。

行橋市社会福祉協議会
０９３０－２３－１１１１
（電話相談は不可）
※弁護士相談については
要予約

弁護士相談 第２水曜 13時～16時半

行政相談
第２木曜

（※弁護士相談
日の翌日）

13時～16時

行政書士市民相談会
（遺言・相続・成年後見等） 第４水曜 10時～16時 市役所内 福岡県行政書士会

０９２－６４１－２５０１

市税・国保税の納付、納税相談等
第２・４木曜 夜間窓口

（20時まで）
市　収納課 ０９３０－２５－９６９９

後期高齢者医療保険料の納付、相談 市　国保年金課 ０９３０－２５－９７２２

年金出張相談 第１木曜 10時～12時
13時～15時半

行橋商工会議所
（中央１－９－５０）

小倉南年金事務所
０９３－４７１－８８７３
※予約制

消費生活相談 月～金 9時～17時 行橋市広域消費生活センター
（西宮市２－１－３９） ０９３０－２３－０９９９

○子育て相談
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

（子育ての相談・講座・サークル活動など）
・行橋市子育て支援センター

※毎月の行事は、15日発行の
市報とＳｕｎちゃんだよりをご
覧ください。その他詳細は、セ
ンターへお問い合わせください。

中津熊５０１
（ウィズゆくはし内） ０９３０－２５－５４８８

（子どもの発達相談など）
・�行橋京都児童発達相談センター
　ポルト

月～金
（※土は事前予
約の受付のみ）

8時半～17時
東大橋2丁目9－1
（行橋京都メディカルセン
ター内）

０９３０－２５－７７２０
※予約制

子育て相談、虐待に関する相談 月～金 8時半～17時 市　子ども支援課
（子育て支援係）

市　子育て支援係
０９３０－２５－１１１１
（内線１１８３、１１８４）

○母子・父子・寡婦相談
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

母子・父子・寡婦相談 月～金 8時半～17時

市　子ども支援課
（児童家庭係）

市　児童家庭係
０９３０－２５－１１１１
（内線１１８２）

京築保健福祉環境事務所
（中央１丁目２番１号
行橋総合庁舎　別棟）

０９３０－２３－２９７０
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  第４章　計画の推進体制

○高齢者相談
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

高齢者に関する総合的な相談 月～金 8時半～17時 市　介護保険課
市　高齢者支援係
０９３０－２５－１１１１
（内線１１７４）

（高齢者総合相談）

・行橋市総合相談支援センター　
中央１丁目１－１
（市役所　介護保険課内）

０９３０－２５－１１１１
（内線１１７５）

・行橋　高齢者相談支援センター 門樋町２－１１ ０９３０－２３－８２２２

・今元　高齢者相談支援センター
稲童３９２９－２
（特別養護老人ホーム　
石並園内）

０９３０－２２－１０１０

・仲津　高齢者相談支援センター 東徳永３３９－１
（新田原聖母病院内） ０９３０－２６－１１８０

・泉　高齢者相談支援センター 北泉３－３－３
（丸和　行橋サン･パル内）０９３０－２３－６０００

・中京　高齢者相談支援センター 中津熊５０１
（行橋市社会福祉協議会内）０９３０－２３－５６１６

・長峡　高齢者相談支援センター 門樋町２－１１ ０９３０－２３－８２３６

認知症相談 月～金 ８時45分
～17時半

福岡県認知症医療センター
（北泉3丁目１１－１） ０９３０－２５－２１８４

○障害者相談
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

障害者相談

月～金 8時半～17時 市　障がい者支援係
基幹相談支援センター
０９３０－２５－１１１１
（内線１１５４）

・行橋市社会福祉協議会
　障害者生活支援センター夢のつばさ　 ０９３０－２５－５５３４

・特定非営利活動法人　夢風船　 ０９３０－２６－７９６０

○健康づくり
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

（健康相談）
保健師・管理栄養士による健康相談 月～金 8時半～17時 市　健康づくり推進係

市　健康づくり推進係
０９３０－２３－８８８８
※予約不要
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○労働相談
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

（就労相談）
子育て女性就職相談

第１水曜
（※祝日の場合
は翌週の水曜
に開催）

10時～15時

行橋市男女共同参画セン
ターる～ぷる
（中央１丁目１番２号　
市民会館別館２階）

子育て女性就職支援セン
ター
０９３－５７１－６４４０
※要予約

若者向け就労相談窓口 第２・３・４
金曜 １０時～１７時 市　企業立地課

北九州若者サポートステー
ション
０９３－５１２－１８７１
※原則予約制

（職場でのハラスメントなど労働問題全般）
出張労働相談

第４月曜
（※11月・12
月・2月のみ
第３月曜）

１７時～２０時
（受付１９時まで）

行橋公民館
（西宮市2－1－7）

福岡県北九州労働者支援
事務所
０９３－５９２－３５１６

労働相談 月～金 8時半～
17時15分

行橋労働基準監督署
（中央１丁目１２－３５）

行橋総合労働相談コーナー
０９３０－２３－０４５４

○人権相談
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

人権相談 月・水・金 9時～16時 福岡法務局　行橋支局
（大橋２丁目22－10）

福岡法務局行橋支局
０９３０－２２－０４７６

○ＤＶ相談
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

女性相談 月～金 9時～16時 市役所内 ０９３０－２５－１１２４

○児童・生徒相談
各種相談 相談日 相談時間 相談場所 予約・問合せ

児童・生徒相談 月～金 ８時半～17時 市役所内
児童・生徒相談センター ０９３０－２５－０１１９

付 　 属 　 資 　 料


